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議案第３８号  

   射水市不妊治療費助成に関する条例の一部改正について 

 射水市不妊治療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。 

  令和３年６月７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市不妊治療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 射水市不妊治療費助成に関する条例（平成２４年射水市条例第３号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第４号を次のように改める。 

 (４) 夫婦 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第７４条の規定による届出  

  をしている夫婦（外国人の場合は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第７条で規定する住民票の記載事項により夫婦であることを確認で

きる夫婦）又は戸籍法第７４条の規定による届出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある夫婦（附則第４項において「事実婚の夫婦」と

いう。）をいう。 

 附則に次の１項を加える。 

 （助成金の交付申請及び請求に関する特例） 

４ 令和３年１月１日から令和３年３月３１日までの間に特定不妊治療に係 

 る１回の治療が終了した事実婚の夫婦及び令和３年１月１日から令和３年 

 ３月３１日までの間に一般不妊治療を受けた事実婚の夫婦については、第６ 
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 条第１項の規定にかかわらず、令和３年９月末日までに交付申請書兼請求書 

 を提出できるものとする。 

   附 則  

 （施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

２ この条例による改正後の射水市不妊治療費助成に関する条例の規定は、令  

 和３年１月１日以後に特定不妊治療に係る１回の治療が終了した夫婦及び  

 令和３年１月１日以後に一般不妊治療を受けた夫婦に適用する。  
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議案第３９号 

射水市企業立地推進条例の一部改正について 

 射水市企業立地推進条例の一部を次のように改正する。 

  令和３年６月７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

射水市企業立地推進条例の一部を改正する条例 

 射水市企業立地推進条例（平成１７年射水市条例第１７４号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１号中イをウとし、アの次に次のように加える。 

  イ 新規立地又は増設の工場等の設置者が、工場等を移転するために、工 

   場等の移転又は工場等の移転に伴い従業員及びその同居家族が県外か 

   ら市内に転居する場合に要する経費 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の射水市企業立地推進条例の規定は、令和３年４月 

 １日以後に工場等の設置工事に着手した者に適用する。 
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議案第４０号  

字の区域の変更及び廃止について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本

市内の字の区域を別紙のとおり変更し、及び廃止する。  

なお、その効力は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５４条第４

項の規定による県営農地整備事業水戸田地区の換地処分の公告があった日の

翌日から生ずるものとする。  

  令和３年６月７日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  
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（別 紙） 

変  更  調  書 

 

１ 字の区域の変更に関するもの 

市町村名 

従前の大字、字の区域を変更し、大字「水戸田」に編入する区域 

大字名 字名 地  番 

射水市 橋下条 大白 ６２１５番の一部、６２１７番の一部、 

６２１８番 

若林  ２７０番１の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 

 

市町村名 

従前の大字の区域を変更し、大字「橋下条」に編入する区域 

大字名 字名 地  番 

射水市 水戸田  ９２３番の一部、９２５番の一部、 

１１５３番の一部、１１５７番の一部、 

１１５９番の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 

 

市町村名 

従前の大字の区域を変更し、大字「若林」に編入する区域 

大字名 字名 地  番 

射水市 水戸田  ８２６番の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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２ 字の区域の廃止に関するもの 

市町村名 

従前の字の区域を廃止する区域 

大字名 字名 地  番 

射水市 橋下条 大白 ６２１５番の一部、６２１６番の一部、 

６２１７番の一部 

水戸田 惣分 ７８０番２、７８１番２、７８１番３、 

７８４番３、７８７番３、８１２番２、 

８１３番、１０３２番３、１０３３番２ 

水戸田 畑田 １１３４番２、１１３６番２、１１４２番２、 

１５７８番２、１５８３番１、１６６９番２、 

１６７４番２、１６８１番２、１７０９番２、 

１７０９番３、１７０９番４、１７０９番５、 

１７０９番６、１７２３番１、１７２３番２、

１７２３番３、２０１７番２、２０２７番２、 

２０２７番３、２０３０番２、２０５３番２、 

２０５３番３、２０８４番２、２０８４番３、 

２１７２番１、２１７２番２、２１８９番２、 

２１８９番３、２２１０番２、２２１０番３、 

２２１０番４、２２５２番、２２５５番２ 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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議案第４１号 

   富山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について 

 富山県市町村総合事務組合規約（昭和３７年１２月１日富山県指令地第１８

２８号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項

の規定により、別紙のとおり変更することに関し協議することについて、同法

第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和３年６月７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  
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（別紙） 

   富山県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 富山県市町村総合事務組合規約（昭和３７年１２月１日富山県指令地第１８

２８号）の一部を次のように変更する。 

 第３条第１０号を削る。 

 別表第２第３条第１０号に関する事務の項を削る。 

   附 則 

 この規約は、令和３年８月１日から施行する。 
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議案第４２号  

市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、市道路線

を次のとおり認定する。  

  令和３年６月７日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  

 

認定する路線  

認定路線名  起   点  終   点  

塚原１５８号線  朴木  朴木  

塚原１５９号線  朴木  朴木  

戸破２１３９号線  戸破  戸破  

金山３６３号線  上野  上野  

中村１７号線  中村  中村  

中村１８号線  中村  中村  

中村１９号線  中村  中村  

中村２０号線  中村  中村  

中村２１号線  中村  中村  

中野１２号線  中野  中野  
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議案第４３号  

   動産の取得について  

 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の購入について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５０号）第３条

の規定により議会の議決を求める。  

記  

１ 名    称  消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）  

２ 数    量  １台  

３ 取 得 の 方 法  指名競争入札による契約  

４ 取 得 価 格  ２９，９７５，０００円  

（うち消費税等 ２，７２５，０００円）  

５ 契約の相手方  富山市牛島新町４番１０号  

           株式会社モリタ富山営業所  

            所長 伊藤 晶広  

 

  令和３年６月７日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  



11 

議案第４４号 

射水市立大門中学校長寿命化改良第Ⅳ期（建築主体）工事請負 

契約について 

令和３年５月２６日に制限付き一般競争入札に付した射水市立大門中学校

長寿命化改良第Ⅳ期（建築主体）工事について、下記のとおり請負契約を締結

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び

射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

１７年射水市条例第５０号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記  

１ 契 約 の 目 的  射水市立大門中学校長寿命化改良第Ⅳ期（建築主体）工事 

２ 契 約 の 方 法  制限付き一般競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  ３４５，４００，０００円 

           （うち消費税等 ３１，４００，０００円） 

４ 契約の相手方  髙田建設・くみあい建設射水市立大門中学校長寿命化改

良第Ⅳ期（建築主体）工事共同企業体 

代表者 射水市土合１４９０番地 

髙田建設株式会社 

代表取締役 髙田 実 

構成員 射水市鷲塚６５番地７ 

くみあい建設株式会社 

代表取締役社長 渡邊 竜一 

 

  令和３年６月７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  
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報告第  ４  号  

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告する。  

  令和３年６月７日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  

 

記  

和解及び損害賠償額の決定 

専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

３  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ４２６，２４１円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和２年１２月１７日  
    場 所 射水市黒河地内 

４  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １１４，４００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和２年１２月１７日  
    場 所 射水市黒河地内 
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専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

５  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ２１１，２００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１１日  
    場 所 射水市開口地内  

６  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ７４２，４９７円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市外在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１０日  
    場 所 射水市南太閤山１４丁目地内  

７  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ２９１，５００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１１日  
    場 所 射水市東明東町地内 

８  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ５９，７３０円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１５日  
    場 所 射水市太閤町地内 

９  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ９９，０００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月９日  
    場 所 射水市片口久々江地内  
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専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

１０  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １６６，８０４円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１９日  
    場 所 射水市八幡町二丁目地内  

１１  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ４９５，０００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１０日  
    場 所 射水市小林地内  

１２  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １１６，６００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１１日  
    場 所 射水市朴木地内 

１３  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ３７０，０８１円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月９日  
    場 所 射水市作道地内 

１４  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １２３，８６０円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１０日  
    場 所 射水市七美地内  
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専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

１５  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ５３，９００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年２月１７日  

場 所 射水市戸破（若宮町）地内  

１６  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ３６，３００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年２月１９日  
    場 所 射水市上野地内  

１７  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ７７，０００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年２月１８日  
    場 所 射水市三ケ（水源町）地内 

１８  令和３年４月３０日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ７１，５００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   射水市在住１名  
３ 事由  
   除雪車による物損事故  
    発生日 令和３年１月１０日  
    場 所 射水市庄西町一丁目地内 
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報告第  ５  号  

   継続費繰越計算書について（一般会計）  

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定によ

り、別紙のとおり令和２年度射水市一般会計継続費繰越計算書を調製したので、

報告する。  

  令和３年６月７日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  
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報告第  ６  号 

   繰越明許費繰越計算書について（一般会計）  

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定によ

り、別紙のとおり令和２年度射水市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製した

ので報告する。  

  令和３年６月７日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  
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報告第  ７  号  

   建設改良費繰越計算書について（下水道事業会計）  

 令和２年度射水市下水道事業会計予算の建設改良費は、別紙のとおり繰り越

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により報告する。  

  令和３年６月７日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  
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